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皿　「経営をこえる共同決定」実現の方向性及びその明牙

　　　　　　　経済闘争の発展の検討を中心に

　１　「経営をこえる共同決定」実現のための労働組合の道

　Ｄ　Ｇ　Ｂ７１年案の提起をうげて，７０年代前半には「経営をこえる共同決定」に関わる様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
々な構想が論じられるようにたり ，労働組合内の議論の重要な焦点とな っれまず・産

業または業種規模で私的資本の投資活動を誘導 ・規制　　「投資誘導（Ｉｎｖｅｓｔ・ｏｎｓｌｅｎｋｕｎｇ）」

　　するため，産業 ・業種 レベルの「経営をこえる共同決定」に向げた要求案が，「構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３７）
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造不況」に陥 った化学，造船，自動車，繊維産業に関連する労働組合によっ て提起され

た。 これらの労働組合は，投資の報告を義務づげ，投資の規模，内容を点検する「投

資報告所（Ｉ。・・ｓｔｉ・ｎｓｍｅ１ｄｓｔｅ１ｌｅ）」や
，政，労，使の三者構成からなり投資禁止命令権を持

つ「産業部門委員会（Ｉｎｄｕｓｔｉｅｇｒｅｍｉｅｎ）」の設置を要求し，投資を直接観制しうる共同決

定権を労働組合に与えるべきことを提言した。次いで銀行業においては，公的機関と銀

行の信用供与上の分担関係を見直し，信用供与に際し投資の質に関わる基準を確定する

新たた共同決定機関の設立が提起され，銀行国有化の必要性さえ論じられるに至 った 。

　こうした産業，業種 レベルの「経営をこえる共同決定」と並んで，州，地域 レベルの

共同決定要求も噴出した。雇用機会が少なく ，かつ杜会基盤の充実が遅れているｒ問題

地域」，二一ダーザクセソ等「構造不況業種」を抱えた地域において，州，地域の「構

造転換」が緊急課題とな っていた。私的投資と公的投資を総合的に誘導し，複合的た問

題を解決するには，州，地域 レベルの共同決定の実現が必要とされた。ヘッセソ州Ｄ　Ｇ

Ｂ本部が，全国に先駆げて州の経済審議会への参加を拒否し，それに変わる「州経済 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）杜会委員会」を設立すべきことを強く要求したのは，こうしたことを背景としていた 。

　しかし，かかる「経営をこえる共同決定」具体化のための萌芽的経験は，７４年以降経

済危機が深刻化し，労働組合運動を取り巻く政治経済情勢が一変したもとでは，大きな
　　　　　　　　　　　　　　　　３）
限界に直面したげれぱたらたか った 。

　７４年以降他の先進資本主義国と同様スタグフレーショソに襲われた西ドイツにおい

て， 西ドイツ独占資本は，その生き残りをかげて対外進出，国際化を一層推し進め，そ

のための緩衝装置として青年，婦人，低学歴層，外国人労働者を利用し，彼らに大量失

業を強制した。また経済危機が進む過程でＭＥ機器の導入が急展開し，そのもとで労働

者の資格は引き下げられ，労働強化が進んだ。それに加えて先に述べた労働者階級内部

の「分断化傾向」が強まっ た（こうしたなかでの倒産，職場消滅，失業問題の深刻汰状況は第

４表に示した通りである）。 さらに資本は，協約交渉事項を制限し，ロックアウト戦術を採

用し，「７６年共同決定法」に対する違憲訴訟をおこすなど，労働組合の弱体化をねらっ

た一連の措置を目的意識的に行な ってきた。かくして，資本と労働の二律背反的対立が

表面化し，Ｄ　Ｇ　Ｂはついにｒ協調行動」から離脱し，　「伝統的に成功を収めてきていた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）統合戦略，統合イデオ ロギーの効力が，Ｂ　ＲＤ史上初めて失なわれた」状況が生じた 。

　こうして階級対抗の先鋭化が進むなかで，独占の支配権に手を触れたい範囲の「改良

政策」が展開する余地は失たわれた。しかもＳ　ＰＤ政府は，７４年を境に杜会改革路線を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３８）
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　　　　　第４表　職場の消減 ・失業

１３７

物寿価前 実寿 生産性上昇
（対前年比） 倒　　産 事業所閉鎖 失　業　率（％）

指年数些
質前 全 工 件 消た 件 消た 全 女 ２０ ５５ 職終 バ労 外労
賃年 滅職 滅職 ～ ～ 坐

金些
産

し場 し場 ２５ ６０ 箭了 １働 国働

○ 業 畿木 数 　 数 　 体 子 歳 歳 練者 ト者 人者

１９７０ ３． ４ ２， ７１６ ５０ ７５６ ６０ ．７

１９７４ ７． ０ 十２．６ ２． ４ ２． ９ ５， ９５６ １８６ ８８２ １０４ ．９

１９７５ ６．
Ｏ 十１ ．２ １．

６ １． １
６， ９５３ １４５ ７６７ ８２ ．７ ４． ４ ５． ５ ６． ５ ４． ２； ５． ３ ９． ８

５． ８

１９７６ ４． ５ 一０．３ ６． １ ８． ２ ６， ８０８ １５７ ５１８ ６０ ．３ ３． ９ ５． ４ ６． Ｏ ５． ２ ４． ６ １０ ．２ ３． ８

１９７７ ３．
９ 十１ ．８ ２．

９ ３． ２ ６， ９２９ １０９ ４９５ ４５ ．３ ４． ０
５．

７
６．

２
５． ６

４．
９ １１ ．２ ４． ３

１９７８ ２． ９ 十３ ．６ ２． ５ ２． ２ ５， ９４９ ８５ ４６４ ４５ ．２ ３． ８ ５． ５ ５． ８ ５． ６ ５． １ ！０ ．７ ４． ６

１９７９ ２． ６ 十１ ．３ ３． １ ５．
０ ５， ４８３ ７３ ３７４ ３４ ．６ ３． ２ ４． ８ ４． ５

５．
７

４． ５ ９． ９
３．

９

１９８０ ４． ４
６， ３１５ ６６ ３．

５
５． １ ５． １ ５． ５

５． ４ １０ ．３ ４． ８

１９８１ ８， ４９４ １０６ ５． ４ ７． １ ８． ５ ６． ６ １３ ．４ ８． ５

０　ユ９７０昌１００　＠　単位昌１，０００　＠　単位昌１ ，０００

（出所）Ｍｅｍｏｒａｎｄｍ ’８２，Ｓ ．４０ ，及びＩＭＳＦ，Ｓｏｚｉａ１ｅ　Ｂｅｗｅｇｕｎｇｅヵ９，Ｓ ．ユ１ ，１２より作成 。

放棄し，大量失業の発生を逆手に取り実質賃金の圧縮と労働組合の弱体化を図るｒ経済

安定路線（Ｓｔａｂ・・ｔａｔｓｐ。・ｔ，１ｋ）」へと政策を転換した。かくして労働者と勤労市民の利害

にもとづく杜会改革か，資本蓄積の保障を最重点目標とするマネタリズム 的ｒ緊縮路線

（ｒｅｓｔｒｕｋｔｉｖｅ　Ｋｕｒｓ）」かの対立が顕在化した
。

　Ｄ　Ｇ　Ｂは，資本と国家による労働組合攻撃によっ て， 労働組合の保護機能が危殆に瀕

し， かつ，労働組合のｒ彩成任務」が，労働者の要求と権利に敵対する保守的支配層か

　　　　　　　　　　　　　　　　５）
らの攻撃にさらされる事態に直面した。労働組合は一時的に「恐慌 ショック」に陥り ，

経済闘争は停滞を余儀なくされた。「経営をこえる共同決定」について見るなら，それ

は資本による「労働組合国家」批判キャソペーソの槍玉にあげられた。７６年末には，衆

議院「憲法調査委員会」において，Ｄ　Ｇ　Ｂ７１年案にもとづく「経済 ・杜会委員会」設立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
要求が，Ｓ　ＰＤ委員も含め全会一致で否決されるという事態が生じた。「経済 ・杜会委

員会」は，憲法に低触するほどの権限を持つものではないが，国家の決定機関の白由を

大きく制限し，現在すでに衆，参両院に分かれている立法過程を一層遅延させ，民主主

義的代表機関の決定能力を弱体化する恐れがあるというのが，その否決理由であ った 。

　かくして，Ｓ　Ｐ　Ｄ及びその政府に頼 って，立法をもとに「経営をこえる共同決定」制

度を設立する可能性は失なわれた。しかし，雇用問題が深刻化し，杜会的貧困とｒ合理

化」が著しく進展しているもとでは，資本蓄積活動をｒ上から」誘導 ・窺制し，産業政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３９）
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策及び地域開発政策を資本の排他的支配権のもとから解放し，教育訓練機関の改善を図

る等の必要性は，いよいよ高まらざるをえない。レミソスキーが述べているように ，

ｒ労働権，完全雇用，労働の人問化，合理化の杜会的 コソトローノレ，若年失業者闘争 ，

資格保障……これらの問題は，労働組合員のみならず全労働者が直面しているものであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）り， 労働組合は直接的な答えを出さなげれぱならない」のである。ここで，「経営をこ

える共同決定の制度案は，労働組合の構想から消えてしまうのではなく ，それが困難の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
除去にどのように貢献するかが問われるのである」。労働組合は，制度要求の内容上の

手直しを行たいつつ，政党と国家に依存するのではたく ，自主的な運動の発展によっ

て， 先に見た「経営をこえる共同決定」が果たすべき複合的機能の内実を獲得する方向

へと進まざるをえない。再度 レミソスキーの言葉を借りるならば，ｒ長期経済計画や ，

班％の杜会的生産のため，また経済 ・杜会委員会設立のため，誰がデモソストレーンヨ

ソやストライ判こ立ち上がるであろうか。……経営をこえる共同決定は，労働組合員の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
自明の利害と結びつかたげれぱたらない」のであり ，労働組合は，その実現のために

「労働者の具体的不満と結びつき，労働協約政策において誤まっ た投資を指摘し，労働

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
者をそれとの闘いに動員し，具体的な労働条件に関わる最低基準を要求する道」を行か

なげれぱならない 。

　西ドイツ労働組合運動は，経済危機下にレミソスキーの指摘した方向に沿って新たな

経済闘争を展開させ，そのなかで「経営をこえる共同決定」の実現に向げた重要た経験

と手がかりを獲得していった。次にこうした闘争の進展を概観しよう 。

　２　経済危機下の「経営をこえる共同決定」の萌芽

　Ｄ　ＧＢが「恐硫 ショック」から立ち直る契機とた ったのは，７５年９月から１０月にかげ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
て青年組合員が地域から巻き起こした運動の高揚であ った。青年労働者は，失業克服 ，

教育訓練施設廃止反対，職業教育の改革等の重点要求を掲げ，１３地域で１０万人以上が参

加するデモソストレーショソを展開した。この運動が，「経営をこえる共同決定」に関

わる要求を掲げていたことは注目すへき点である。７６年に入ると ，金属産業労働組合

（ＩＧＭ） ，印刷産業労働組合（ＩＧ　Ｄｒｕｃｋ）たど左派の先進的産業別組合はｒ恐慌 ショック」

を克服し，賃金協約闘争の自主性を回復し，資本の賃金抑制政策を打破する新たな闘争

を開始した 。

　まず，印刷産業労働組合が取り組んだ賃金闘争を見ておこう 。印刷産業では，ＭＥ機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４０）
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器の導入によっ て７０年から５年間で３，５００の職場が消滅し，ｒ高利潤が投資を生み，職

場を創出する」という資本が従来主張してきた図式の欺臓性が明らかにな っていた。こ

うしたなかで，ＩＧ　Ｄｒｕｃｋは，５．４％という賃金ガイドライソの突破をめざし，７６年４

月から５月にかげて延べ１０万人のストライキを実施した。経営考団体は，協約交渉さな

かに全従業員１４．５万人中約半数の７１３事業所６．８万人を ロックアウトするという対抗手

段をとっ たが，結局，同労組は６．６６％の賃上げを勝ちとっ た。６９年ｒ９月スト」のよう

な「山猫スト」という彩態ではなく ，７１年以降の大会決議をもとに産業別組合全体が ，

組織をあげて賃金ガイドライソからの脱却，資本と国家からの自立をめざして闘い，そ

れを貫徹したことは運動の新たな質的発展を示すものであ った。この闘争は明らかに従

来の賃上げ闘争と性格を異にしていた。左翼的エ場にたつ労働組合運動研究老のＫピ

ックスハウスは次のようにこの闘争を性格づげている 。

　　ｒ労働組合の協約政策の自主性を守るため，産業別労働組合を挙げて国家の緩衝機構と所得政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
　策に反対したのであり ，政治的ストライキと特徴づげることができる 。」

　労働組合の自主的な「下から」の運動は，賃金闘争だげではたく ，「合理化」反対闘

争においても大きく前進した。労働組合は，６０年代末以来「協調行動」によっ て賃金交

渉が制約されるなかで，それに対応して合理化保護協約交渉に新たな重点を置いてきた 。

７０年代後半の経済危機下この分野で新たた段階を画したのは，７８年に連続して闘われた

印刷産業及び金属産業両労働組合の闘争であ った 。

　まず，賃金闘争においても重要な前進を示した印刷産業労働組合の闘争を見よう 。

ＩＧ　Ｄｒｕｃｋは，７６年賃金闘争において自主的賃金決定権を回復した成果の上に立ち ，

ｒ合理化」規制への取り組みを強化した。同労組は，ＭＥ「合理化」の進展に対し ，

「新技術の導入を コソトロールし，杜会に適合させることが重要であり ，必要な際に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
は， 合理化 ・技術革新過程を一時中断させる」との姿勢で，ＭＥ機器導入がもたらす諸

結果からの保護と ，新技術導入の観制，経営民主化と資本の利潤追求 メカニ ズムヘの介

入とを保障する協約の獲得をめざした 。

　この時期，ＭＥ機器が公共部門も含め全産業へ急速に導入され始め，生産と雇用に関

わる根底的な変化が予想されており ，ここで結ぱれる協約が全国モデルとなるのは明白

であ った。それゆえ，７７年末からの協約交渉は難行し，経営者側は交渉拒否とロックア

ウトで対抗した。同労組は，７７年１２月に１５３企業で延べ１．８万時間に及ぶ警告ストを実

施し，さらに翌年２月から３月にかげて，再交渉を拒否してきた経営老側に対して１１目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４１）
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間にわたる２４時問ストを貫徹し，合理化保護基本協約を獲得した。この協約は，ＭＥ機

器導入による職場の消滅，資格低下，所得低下から労働者を保護する上で，従来の「退

職計画」の枠をこえたものであり ，配置転換や賃金支抵条件など生産遇程と労働組織に

対する労働者による コソトロールを可能とする内容を含んでいた 。

　この協約は，ｒ経営権を制限し，あらゆる領域におげる民主的揚制及ぴ共同決定のた
　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
めの闘争を媒介する重要た萌芽と次 った」と評価でぎる 。

　次に金属産業労働組合の闘争を見よう 。まず，北バーデソ ・ヴ ユルテソベルク地区

Ｉ　ＧＭは，ＭＥ技術導入による資格の低下と配置転換とに対する観制を中心課題に一掲げ
，

７８年１月以降警告ストを繰り返し，３月には６８事業所８．５万人の重点ストを行な った 。

これに対して経営者側は，７８事業所１４．６万人のロックアウトで対抗した。こうした激し

い闘争の結果Ｉ　ＧＭは，新技術導入による配置転換だげでなくあらゆる配置転換を観制

することを協約化するのに成功した 。

　こうした闘争の高揚を背景に，同年５月に開催されたＤ　Ｇ　Ｂ第１１大会においてフェッ

ター会長は，経済危機と政治反動の相互作用を断ちきるため組合の自主的運動のカと連

帯の強化を図ること ，労働権実現には週３５時間への労働時間の短縮こそ必要とされてい
　　　　　　　１５）
ることを宣言した 。

　Ｉ　ＧＭの鉄鋼部門は，このＤ　ＧＢ大会を受げ，週３５時間制導入をめざす基本揚約交渉

を７８年８月から開始した。１１月初旬に提示された経営者側回答は満足できるものでな

く， 鉄鋼労働者は１１月末から１２月にかげ８事業所３．７万人の重点ストを行な った。これ

に対し，経営者側は７工場２．７万人を ロックァウトし，ようやく翌７９年１月に合意が成

立した。労働組合は，週４０時間の壁は破れたかったものの，３交替制労働者に年１２シフ

トの休暇を保障させ，鉄鋼部門だけでなく全ての金属労働者の有給休暇の１週間延長

（年間６週間へ）を獲得した 。

　翌７９年から８０年には，以上の左派産業別労働組合にとどまらず，従来杜会パートナー

シッ プの立場を堅持してきた労働組合に一も新たな動きが見られた。繊維 ・衣料産業労働

組合（ＧＴＢ）において，合理化保護，労働時問短縮を要求する運動が，下部から急遠に

広が った。また，近年就業者数が急増してきた第３次産業においても ，商業 ・銀行 ・保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
険労働組合（ＨＢＶ）を中心に新たた運動が開始された 。

　以上のごとく７８年から８０年にかげて，経済闘争の新たな展開が相次いで起こっ た（第

５表 ・６表参照）。 これらの闘争は，資格低下，労働強化，職場の消減，配置転換など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４２）
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　　第５表 ストライキ件数（１９７５－８１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ＝１ ，ＯＯＯ）

年 公式統計 最低件数＠ ％

ユ９７５ ３６ ５５ ６４ ．５

１９７６ １６９ ５８９ ２８ ．７

１９７７ ３４ ２２６ １５ ．Ｏ

１９７８ ４８８ １， １２６ ４３ ．３

１９７９ ７７ １７４ ４４ ．３

１９８０ ４５ ６３２＠ ７． １

１９８１ ２５３ ３， ０７６ ８． ２

０　ＩＭＳＦ独自の調査によるストライキの最低件数 。

＠　繊維産業労組の警告ストを合む 。

（出所）　Ｆ．ＤｅｐＰｅ ，Ｅｎｄｅ　ｏｄｅｒ　Ｚｕｋｕｎ土ｔ　ｄｅｒ　Ａｒｂｅｉｔｅｒｂｅｗｅｇｕｎｇ？Ｐａｈ１－Ｒｕｇｅｎｓｔｅｉｎ
，

　　Ｋ６１ｎユ９８４，Ｓ ．６９

第６表 ストライキ，警告スト及び他の諸闘争への参加者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝人）

要　　　因

協約闘争
職場消滅反対

人員削減反対

総 計

１９７５

５５ ，ＯＯ０

２０ ，Ｏ００

８， Ｏ００

８３ ，ＯＯＯ

１９７６

５８９ ，ＯＯ０

３４ ，０００

６２３ ，ＯＯＯ

１９７７

２２６ ，Ｏ００

１１７ ．０００

　４，０００

３４７ ，ＯＯＯ

１９７８

９１３ ．５００

１３０，ＯＯ０

　３，ＯＯＯ

１， ０４６ ，５００

１９７９

２１０ ．１００

５４ ．９００

　７，２００

２７２ ，２００

１９８０

２６４ ．８００

３７９ ．７００

８７ ，ＯＯＯ

８３１ ，５００

（出所）ＩＭＳＦ，Ｓｏｚｉａ１ｅ　Ｂｅｗｅｇｕｎｇｅｎ１１ ．１９８２，Ｓ ．２ユ

ＭＥ　ｒ合理化」の諸結果から労働老を守るための闘争であり ，基本的には防衛的性格の

ものであ った。しかし，一連の経過から明らかたように，労働組合は資本による ロック

ァウト攻勢にさらされたがらも ，７８年Ｄ　ＧＢ大会で確認された全国的な閾争への支援と

連帯を強め，杜会的政治的対決へと闘争の性格を発展させた。その結果，資本の利潤追

求メカニ ズムヘの介入を強化し，投資の質を規制しうる一定の基準を協約化するのに成

功した。それはまさしく ，レミソスキーの言うｒ労働協約政策において誤まっ た投資を

指摘し・労働者をそれとの闘いに動員し・具体的た労働朱件に関わる最低基準を要求す

る道」に沿った端緒的成果であ った。この成果は，「経営をこえる共同決定」の内実を

「下から」の運動によっ て獲得した貴重な一歩であ った 。

　労働組合はこの闘争を通じて，失業克服，労働権の実現と労働者の保護は政府の景気

対策の手直しを求めるだけでは達成されたいことを学んだ。労働組合は，杜会パートナ

ーシッ プ関係が崩れＳ　ＰＤ政府が杜会改良路線を放棄したもとで，雇用 ・産業 ・地域開

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４３）
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発・ 教育 ・財政金融政策等の抜本的改革を実現するため，賃上げと「合理化」反対の経

済闘争だげでたく ，政党から自立し，資本と国家に対抗する「下から」の多様なかつ広

　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
範な運動の実践を開始したのであ った 。

　労働組合は，新たに高揚してきた失業者運動や市民運動と連携し，賃金 ・合理化保護

協約交渉にとどまらないｒ下から」の運動を強化してい った。実際，そのなかでｒ下か

ら」の広範な運動によっ て， 地域政策に大きな影響を与えた経験も生じた。単一産業構

造ゆえ不況地域とた ったザール地方を例に．とるなら，ここではＩ　ＧＭを中心とした労働

者と ，労働者の購買力に依存している自営業者，カトリック教会，市民運動団体が連帯

して，抜本的な構造不況地域対策を求める運動に取り組み，７７年５月から１１月にかげて

５千から１万人規模のデモソストレーシ ョソを繰り返した。この運動には全国的支援が

寄せられ，Ｉ　ＧＭハソブ ノレグ，プレーメソ両地区たどは，１．５万人観模の支援集会を成

功させた。その結果この運動は，州及び地方自治体に６９億マルクの予算措置を伴たう地

域対策を策定させ，所得を保障しｒ合理化」を コソトロールするために，雇用保護，雇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
用削減に関する必須基準を確定させるという成果を獲得した。労働組合が，勤労市民と

連帯してｒ下から」の運動を展開し，公的 ・私的投資の結合 システムとネ ットワークを

樹立することによって「経営をこえる共同決定」の内実を一定実現させたという点で
，

このザ ーノレ地方の運動は画期的意義を持っている 。

　ここで「保護任務 ・彩成任務」の統一的実現をめざすＤ　Ｇ　Ｂの杜会改革運動の基本的

性格に関わる問題として指摘しておかねほたらないのは，こうしたなかで労働組合の国

家認識の変化が顕在化してきたことである 。すなわち，上で見てきた多様な「下から」

の運動は，その発展方向として政治的力関係を変え，ｒ国家の統治権力（Ｍａｃｈｔ　ｄｅｒ　Ｓｔａ・

ａｔ１１ｃｈｅｎＶｅｒｗａｌｔｕｎｇ）」 ・巨大官僚機構の改革に向かわざるをえたいことを，労働組合自身
　　　　　　　　　　　　　　　１９）
が， 運動を通じて認識したのである 。科学技術政策，エネルギー政策，労働市場政策な

ど多くの領域でｒ国家の彩成任務」が増大し，国家活動が肥大化するにつれ，逆に議会

の統制が及ばず，労働組合の影響力もとどかたいｒ国家の統治権力」 ・巨大官僚機構が

成立してきたこと 。そしてこの国家の統治権力は，「統制が困難であり ，かつ資本増殖

だげを目的とする企業活動と同じように，労働組合に対し敵対的にふるまっ ている」こ
２０）

と。 現実の展開によっ てこうした認識を深めざるをえなか ったＤ　ＧＢは，国家そのもの

が杜会改革的機能（ｒ国家の移成機能」）を有するとしてきた従来の国家認識の修正を求め

られた。かくして，ｒ統合派」はもとより「改革派」の国家認識を改めることカ要請され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４４）
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た。 Ｄ　Ｇ　Ｂは，こうした経過を経てようやく ，国家官僚機構に対する批判を鮮明にし ，

その改革のための独自の運動に取り組むことを可能とする位置へ到達したのであ った 。

西ドイツ国家独占資本主義の民主的改革を展望する上で，かくなるＤ　Ｇ　Ｂの国家認識の

転換は決定的とも言える意義を持っている 。Ｄ　Ｇ　Ｂの運動の質を間う上で，国家に関わ

る要求をすべて「体制統合」的なものと決めつけるのではなく ，こうした変化をこそ考

察の対象としなげれぱならたい 。

１）　 これは，「投資誘導」をいかに行なうかという問題として，労働組合内だげでなくＳ　ＰＤ

　内部においても活発に議論された。この論争を概観するには，仲井斌ｒ西ドイツの杜会民主

　主義』岩波新書，１９７９年，参照。他に，山王丸ノリ（「投資コソトロールについて」『海外労

　働経済月報』１９７５年１１号），佐藤誠（「ネオ ・ソーシャリズムの経済政策」『労働調査時報』

　１９７７年８月号），渡辺朗（「投資 レソクソクと経営をこえる共同決定」ｒ目本経営学会年報』

　４９集，１９７９年），諌山正（ｒＯ　Ｒ ’８５」新潟大学ｒ経済年報』 ’８０－１），原田薄（ｒ　ＩＭＳ　Ｆ

　　ｒ投資誘導と投資統制』」九州犬学教養部ｒ杜会科学研究紀要』１９８１年２月）各氏の業績カミあ

　る 。

　　　ｒ投資誘導」に対するマノレクス主義的立場からの基本的評価については，Ｃｈｒ１ｓｔｏｐｈ　Ｂｕｔ
－

　ｔｅｒｗｅｇｇｅ，Ｍａｒｋｔ，Ｐ１ａｎ　ｕｎｄ　Ｐｒｏｆｉｔ　Ｚｕｒ　ｐｏ１１ｔ１ｓｃｈｅｎ　Ｏｋｏｎｏｍ１ｅ　ｄｅｒ　Ｉｎｖｅｓｔ１ｏｎｓ１ｅｎｋｕｎｇ
，

　ｉｎ：ＩＭＳＦ－Ｊａｈｒｂｕｃｈ１／１９７８，Ｓ．５８－８１，参照 。

２）　Ｇ・Ｌｅｍｉｎｓｋｙ，　，Ｓ．２８７

３）以下で見る７０年代後半における西ドイツ国家独占資本主義の危機と政策転換については
，

　ＩＭＳＦ－ａｕｔｏｒｅｎｇｒｕｐｐｅ，ａ・乱Ｏ
。，

Ｓ． ２５－３０，参照。（翻訳近刊予定）

４）　Ｆ・ＤｅｐＰｅ，◎，Ｓ・２９６

５）　ｒ公式統計に示されているより多くの大量失業が長期化するなか，職場を消減させ，資格

　低下をもたらす新技術が導入され，しかも実質賃金及び国家の杜会保障給付等の杜会的資産

　に対する資本と国家からの攻撃が行たわれ，労働組合の保護機能は柵まつかなくな ってい

　る。……労働組合の彬成任務は，支配勢力，保守勢力からの権利と要求に対する攻撃に直面

　している
。」

　　Ｆ．Ｄｅｐｐｅ，＠，Ｓ．６且

６）　Ｖｇ１
．，

Ｇ． Ｌｅｍｉｎｓｋｙ，＠，Ｓ．７１８

７）　Ｇ・Ｌｅｍｉｎｓｋｙ，◎，Ｓ．２５１
．

８）　Ｅｂｅｎｄａ・Ｓ．２５１

ｇ）　Ｇ　Ｌｅｍ１ｎｓｋｙ，ゆ，Ｓ７２２

１０）　Ｇ・Ｌｅｍｉｎｓｋｙ，＠，Ｓ．２９０
．

１１）７０年代後半の西ドイツ労働組合運動の展開については，各年ごとの争議は個別に紹介され

　てはいるものの，総括的に検討したものは少ない。本稿は以下の文献をもとに７０年代後半の

　運動の発展過程を概観する 。Ｋｌａｕｓ　Ｐ１ｃｋｓｈａｕｓ，Ｋｎｓｅｎｂｅｄｍｇｍｇｅｎ　ｕｎｄ　Ａｒｂｅ１ｔｓｋａｍｐｆｅ

　Ｚｕｒ　Ｅｎｔｗｉｃｋｌｕｎｇ　ｓｏｚｉａ１ｅｒ　Ｋ身ｍｐｆｅ　ｉｎ　ｄｅｒ　Ｂｕｎｄｅｓｒｅｐｕｂｌｉｋ１９７５ｂｉｓ１９７８，ｉｎ：ＩＭＳＦ
＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５）
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　　　Ｊａｈｒｂｕｃｈ，１／１９７８，Ｓ２４２－２７２　Ｓｏｚ１ａ１ｅ　Ｂｅｗｅｇｕｎｇｅｎ　Ａｎａｌｙｓｅ　ｕｎｄ　Ｄｏｋｕｍｅｎｔａｔ１ｏｎ　ｄｅｓ

　　　ＩＭＳＦ，７ ．８ ．９ ．１０
．

　１２）　Ｋ．Ｐｉｃｋｓｈａｕｓ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

Ｓ． ２５３

　１３）Ｉ　Ｇ　Ｄｒｕｃｋ１１大会（７７年１０月）におげるＬ　Ｍａｈ１ｅ１ｎ 委員長の報告より引用。１ｎ　Ｋ

　　　Ｐ１ｃｋｓｈａｕｓ，ａａＯ ，Ｓ２７０任

　１４）　Ｅｂｅｎｄａ，Ｓ．２７１

　１５）　Ｖｇｌ，Ｈ．Ｏ ．Ｖｅｔｔｅｒ，¢

　１６）以上の過程をより立入って考察しておこう 。ＧＴＢは，労資バートナー関係を堅持し積極

　　　的に産業構造の転換に協力してきたが，その結果，繊維衣料産業の就業者は１９６０年の約１００

　　　万人から１９７７年には５９万人へと半減し，ＧＴＢ組合員も同期問に３５５万人から２８７万人へ減

　　　少した。この部門は，女性労働者の比率が高く（組合員構成で見るなら５５％），しかも，賃

　　　金，労働条件の実態たるや他産業と比べ著しく低劣な状態であった。所得は月収約４００～６００

　　　マルクほど他産業平均より低く ，低賃金層の最底辺をたしており ，しかも１／３以上の労働者

　　　が出来高払いの賃金体系下にある 。その上，バート労働者の割合も高く ，１９７８年時点でのバ

　　　 ート化率の全国平均が３．５％なのに対し，繊維部門では６．５％，衣料部門に至っては１０．３％

　　　に達していた。また，交替制勤務が広く取り入れられ，年次有給休暇も他産業より少なか っ

　　　た。さらに根本的な問題として，衣料部門では，１９６０年に労働基本協約が失効して以来２０年

　　　近く基本協約が締結されたいままにな っており ，労働者を保護する支えがない状態が続いて

　　　きた 。

　　　　かくして，「前資本制的 ・温情主義的」労資関係を打破し，「労働の人問化」と ，休憩時間

　　　の導入，有給休暇の延長等の労働条件改善を求める潜在的要求は非常に高まっ ていた 。

　　　　ＧＴＢは，１９７９年５月に賃金協約交渉と合わせて基本協約交渉を開始した。その過程で ，

　　　労働組合幹部，経営者団体の双方が予期しえたかったほどの運動が，下部から急速に展開し

　　　た。「最新流行の服を作っている私たちは，時代遅れの協約を望またい」とのスローガソの

　　　もと ，５月１５，１６目両目だげで全就業者の約１割にあたる１１６事業所，２５万人の労働者，

　　　職員が警告ストを実施し，この圧力によっ て翌１７目 ，経営者側に２０年ぶりの基本協約を承認

　　　させるのに成功した 。

　　　　 この協約は，具体化にあたって個別経営者の窓意にまかせる部分はあるが，１シフトあた

　　　り３０分問の有給休憩時間を実現し，クリスマス，大みそかの賃下げなしの早じまいを認めさ

　　　せる等の成果を含んでいた。このように，杜会パートナーシッ プの典型とされてきた労働組

　　　合においても，下部の婦人労働者を中心に，劣悪な労働条件を克服するための自主的闘争が

　　　高揚Ｌたのであ った 。

　　　　また，近年就業者が急速に増大してきた商業，金融，放送関連の労働組合や，教員，ジャ

　　　 ーナリストの労働組合も，活発な運動を展開し，新たな労働者グループが闘争に加わり始め

　　　たことを立証した 。

　　　　銀行部門を見るなら，７７年以来収益が回復し，７８年には前年比１３％増の高収益をあげる一

　　　方で，信用業務と情報処理業務へＭＥ機器が急速に導入されてきていた。こうして新たな質

　　　の「合理化」が進展し，かつ，バート労働者の割合も増大していた。商業 ・銀行 ・保険産業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４６）



　　　　　　　Ｄ　ＧＢ８！年基本綱領と西ドイツ労働組合運動（下）（布川）　　　　　　１４５

　労働組合（ＨＢ　Ｖ）は，７９年１月に労働時間の短縮を重点目標とＬた協約闘争方針を新たに

　確定し，交渉に入った。３月初旬に経営者側の回答があったが，ＨＢ　Ｖが受げ入れられるも

　のではなく ，特に職員層の経営者に対する反発を高めた。ＨＢ　Ｖは，３月２１目にドイツ 銀行

　西ベルリソ本店と３支店において警告ストを行ない，４５分問営業を停止させたが，それを契

　機に，ミュソヘソ，ハンブルグ，ザールブリュッ ケソ，ハノーヴァーの各銀行へ警告ストの

　波を広げ，６万人以上の抗議行動を実施した 。

　　かくして４月に結ぱれた協約は，休暇を１目ないし２目問延長し，最低５週間，５０歳以上

　には６週間の有給休暇を確保した。また，重要な成果として，５０歳以上の従業員の解雇揚制

　を強めた 。

　　ＭＥ化によっ て３０％に近い労働者がパート化し，ｒ能力に応じた変動労働時間制」が導入

　され，単調労働とストレスの増大，失業多発が深刻な問題とな っていた商業部門においても

　運動の高揚が見られた。また，週４０時問を求めて闘った教員や，スト権を認められてこなか

　った放送部門等，新たな分野における運動が展開し始めた 。

　　Ｖｇ１Ａ　Ａｃｈｅｎｂａｃｈ　ｕ　ａ ，Ａｒｂｅ１ｔｓｋａｍｐｆ　ａｎ　ｎｅｕｅｎ　Ｆｒｏｎｔｅｎ　Ｚｕ　ｄｅｎ　Ａｋｔ１ｏｎｅｎ　ｕｎｄ

　Ｓｔｒｅ１ｋｓ１ｍ　Ｂｅｒｅ１ｃｈ　ｄｅｒ　ＧＴＢ，ＨＢＶ，ＧＥＷ　ｍｄ　ＲＦＦＵ１９７９，ＩＭＳＦ＿Ｓｏｚ１ａ１ｅ　Ｂｅｗｅｇｍｇｅｎ
，

　８．１９８０
．

１７）　Ｙｇ１，Ｆ．ＤｅｐＰｅ，◎，Ｓ・３０７血

１８）　Ｖｇｌ，Ｋ　Ｐ１ｃｋｓｈａｕｓ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｓ２６５－２６７

１９）　Ｙｇ１，Ｇ．Ｌｅｍｉｎｓｋｙ，＠，Ｓ・２５０

２０）　Ｅｂｅｎｄａ，Ｓ・２５０ｆ巳

　　 ここでレミソスキーはＤＧＢの国家認識の変化について次のように述べている。ｒ国家と

　経営者に対する評価を変えること ，つまり労働組合自身の力を認識することが求められてい

　る。国家に関して，ワイマール期やこの１０数年間と比べてはるかに現実に即した判断が行た

　われるようにな った。労働組合は，完全雇用や産業　地域政策を協約政策だげで誘導できな

　いことを知った。しかし，もはや国家は中立でも，全体の福祉を保障するものでもなくな っ

　ている。　　ｒ経済民主主義』において，また１９４５年以降もほとんど認識してこなかった国

　家の側面が現われてきた。すなわち，国家の統治権力である。……様六な領域において国家

　の形成任務が増大するにつれ，議会の統制を受げず，かつ労働組合の影響も及ばない灰色の

　領域（Ｇｒａｕｚｏｎｅ）の中に，権力要因（Ｍａｃｈｔｆａｋｔｏｒ）が確立されてきた。」

１Ｖ

’Ｄ　Ｇ　Ｂ８１年綱領の歴史的意義

　１　綱領改訂の経過と改訂上の要点

　１９６９年Ｄ　Ｇ　Ｂ第８大会以降，労働組合の基本的任務としてｒ保護任務 ・形成任務」の

統一という定式化がたされてきたが，７２年Ｄ　ＧＢ第９大会はこの方向に沿って新綱領制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
定の準備に取りかかることを決議した。ドイツ郵便労組（ＤＰＧ）Ｅ ．ラプイト委員長が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４７）
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提起した「杜会改革を前面に出し，それについて組合員問の議論を深め，新綱領制定の

基盤を固めることをＤ　ＧＢ幹部会に委任する」との動議が採択され，新綱領制定にむげ

た作業が開始されたのであ った 。

　産業別労働組合の中には，Ｄ　Ｇ　Ｂ綱領の改訂に先立ち，自らの産別組合綱領を改正し

た組合もある 。印刷産業労働組合は，７４年１月に「２０世紀最後の四半世紀におげる労働

組合の役割と任務（Ｒ・ｌ１ｅ　ｕｎｄ　Ａｕｆｇａｂｅｎ　ｄ・ｒ　Ｇｅｗｅ・ｋｓ・ｈａｆｔｅｎ・ｍ　ｌｅｔ・ｅｎ　Ｖ。。ｒｔ．１ｄｅｓ２０Ｊａｈ｝

ｈｍｄｅｒｔｓ）」，Ｄ　Ｐ　Ｇは同年１０月にｒ杜会 ・職業政策綱領（Ｇｅｓｅｌ１ｓｃｈａｆｔｓ－ ｕｎｄ　Ｂｅｒｕｆｓｐｏ１１ｔ１ｓｃｈｅ

Ｐｒｏｇｒａｍｍ）」と題する新綱領を採択した。両者とも ，ＤＧＢ６３年綱領と比へて杜会 ・経

済状況の階級的な把握を明確にし，労働組合の任務として杜会改革を前面に掲げたもの

であ つた 。

　しかし，７４年を境にした政治経済情勢の変化によっ て， Ｄ　ＧＢ綱領改訂作業は大幅に

遅延することにな った。７５年Ｄ　ＧＢ第１０大会は改訂を先送りにせざるをえず，その問に

左派産業別組合内部において，綱領改訂をめぐる情勢認識の相違が表面化してきた。ＩＧ

Ｄｒｕｃｋは，ｒ所有問題に介入しつつ，経済新秩序づくりをめざす要求を再ぴ綱領に取り

戻す」べく ，改訂を積極的に推進しようとしたが，逆にＩ　ＧＭは，資本と国家による反

動的た激しい組合攻撃により ，かえ って綱領が右よりに修正されかねたいとの不安を高

めていた。他方，「統合派」は，杜会パートナーシッ プが動揺するもとでの綱領改訂は

避げるべきだとして綱領論議を沈滞させ，遅延させる方針をとっ た。 ７８年３月にフェッ

ター会長が，改訂作業の遅れはｒ多くの人々が経済的困難と杜会的転換の時期に綱領を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）議論するのは適当ではたいと考えている」ことにあると述へたが，このｒ多くの人々」

とは明らかに「統合派」を指したものであ った。かくして，７８年５月のＤ　Ｇ　Ｂ第１１大会

においても綱領を制定することはできず，８１年春に臨時大会を開催し，そこで綱領を制

定するということが決議された 。

　しかし，皿章で見たように，この７８年こそ印刷，金属両産業別組合を先頭に労働組合

運動が高揚し，新たな転期とた った年であ った。こうした運動の展開を背景に，ようや

く７９年１０月に綱領草案がまとめられ，下部討議に付された。この綱領草案に対して，ｒ前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）文」を中心に論議が深められ，数多くの修正案，意見が提出された 。

　Ｄ　ＧＢ綱領の改訂に際して，６０年代末以来の理論的実践的則進をふまえるたらぱ，以

下の点が主要な課題となるべきものであ った。まず第一に，西ドイソ杜会の理論的分析

に関して，労資をバートナーと捉え，階級国家論を否定した規定の再検討である。こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４８）
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こで重要なのは，単に「統合派」的規定を変更するだけでなく ，ｒ国家の形成任務」に

対する評価を変え国家機構に対する批判を鮮明にしてきた「改革派」の国家認識が新綱

領に反映されるかどうかである 。すなわち，新綱領において，国家は労資の中止的利害

調整者だとする観定を廃すことはもとより ，７０年代の西ドイッ国家独占資本主義の展開

過程において議会や民主的運動体の権限を形骸化させる巨大官僚機構が生み出されてき

たことを明示する規定を掲げ，その改革の展望をさし示すことが要請された 。

　第二に，労働組合の実践にとっ ては，協約闘争を始めとする「下から」の運動の発展

をふまえ，労働組合が資本 ・国家 ・政党から自立し，労働者階級の利害を基本とした自

主的政策を，ｒ下から」の自主的運動の力によっ て実現するとの観定を厳密なものとす

ること ，そしてこうした運動の発展方向を明示することが求められていた。その際，国

家独占資本主義の政官財の癒着構造を打破するため，政治的ストライキを含め労働組合

独自の闘争手段を豊富化すること ，勤労市民，市民運動との連帯を明確に提起するこ

と， また特に重要た点として，産業，地域，教育政策等に関する共同決定権確立の意義

を明示し，それを具体化するための制度や措置を新綱領に掲げること ，これらが綱領改

　　　　　　　　　　　　４）
訂上の重要な要点であ った。では，８１年綱領はこうした課題にどのように答えているの

であろう 。

　２　ＤＧ　Ｂ８１年綱領の内容とその歴史的意義

　まず８１年綱領「前文」において，Ｄ　Ｇ　Ｂがそもそも依って立つ杜会認識に関わる重要

な補足が行なわれていることを確認できる 。新たに加えられた規定とは，以下のもので

ある 。

　　ｒ＜３項＞　工業化の初期以釆，資本と労働の利害対立により ，杜会的杜会改革的対立がひき

　起こされている 。

　　確実な職場，人間にふさわしい労働条件と生活条件，充分な所得の確保をめざす労働者の利害

　は，利潤の最大化を目標とする経営者の利害と対立している 。」

　すでに見たように６３年綱領は，労資をパートナー関係とみなし，Ｄ　ＧＢの任務として

統合秩序をつくり出すべきことを掲げていた。それと比べ，右派による反対，修正をは

ねのげて採択されたこの新たな規定は，労資の階級対立関係を明言したものであり ，６０

年代末以降の理論的実践的前進を全面的にふまえたものとな っている 。これと関連し ，

具体的現状分析についても次の揚定が加えられた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４９）
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　　　「＜２０項＞　……しかしながら，職場の不安，所得分配及び財産分配上の不公正，教育の機会

　均等の欠除，経済カヘの従属は，克服できていたい。それに加え，新技術導入により ，労働条件

　は悪化し，資本の利益のみを目的とした労働組織の再編により労働が強化され，負担が増大して

　　きた 。」

　綱領の冒頭部分に盛り込まれたこれらの新たた規定は，以下，労働組合の任務から諾

政策に至る綱領全体の内容を基本的に拘束している 。

　これを受げ，労働組合の基本的任務は次のように観定された 。

　　　「＜１８項＞　労働組合は，自助，闘争組織として，経済的杜会的に弱い立場にあることのもた

　　らす結果から，組合員を保護する 。

　　労働組合は，杜会的杜会改革的（ｓｏｚ１ａ１ｅ，９ｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ１１ｃｈｅ）運動として，労働者を経済的に

　従属させ杜会的に弱い立場においている原因（Ｕｒｓａｃｈｅ）を除去する任務を有する 。

　　労働組合の保護及び形成機能は，分離しがたい統一をなしている 。」

　フェッ ター会長による７０年代初頭の定式が，明確に「政治運動としての労働組合」と

断言していたのと比へ，杜会的という用語を二重に使う（ｓｏｚ・ａ１ｅ と９ｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ１・ｃｈｅ）た

ど表現上鮮明さを欠いている点はあるものの，ここには，労働組合の「移成任務」が確

定されている 。このようにＤＧＢが貧困の原因を除去する任務を有すると明言したこと

は， 労資の利害調整，統合秩序の確立を任務としていた６３年綱領からの重大な転換を示

している 。と同時に，７０年代にＤ　Ｇ　Ｂが取り組み始めた運動の発展方向が，綱領路線と

して定着したことを示している 。

　資本との対抗関係が強まるなかで，このｒ保護任務 ・移成任務」を統一的に実現する

には，「下から」の運動の力量の高まりと団結の力が決定的に重要なのである 。この点

を明言する項目が新たに付げ加えられた 。

　　　ｒ＜１４項＞　基本的権利の実現と保障のためには全労働者の連帯（Ｓｏ１１ｄａｒ１ｔａｔ）が必要である
。

　連帯は労働組合運動の基礎である。労働者は団結すれぽこそ，自由かつ平等な権利を獲得し，充

　分活用できる 。

　　強力な労働組合の存在が，生産手段の処分権力（Ｖｅｒｆｕｇｕｎｇｓｇｅｗａ１ｔ）から生じる権力とその影

　響力に対時し，労働者の経済的杜会的利益を保護し，実現するための前提条件である 。」

　　　「＜１７項＞　・一・あらゆる企業，産業，国家諸機関の労働者が団結することによっ て始めて ，

　個々の集団問の不自然な相違や待遇上の格差を克服できる。労働者の統一だけが，経営者の経済

　的政治的権力との対抗を可能とさせる 。」

　経済危機とＭＥ「合理化」の進展により ，労働者階級内部に「分断化傾向」が強まる

危険性に対し，団結と統一にもとづく強力た労働組合の存在こそ，労働者を保護し，杜

会改革を実毘させるとの原則がここに確定されている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８５０）
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　さらに，資本による労働組合弱体化をねらっ た一連の攻撃を批判し，労働組合の自主

性は犯すべからざるものであることを次のように断言した 。

　　　ｒ＜７項＞　自由かつ自主性を持つ労働組合は，民主主義杜会の前提条件である 。労働組合は ，

　その存立，活動領域，権利を自ら闘い取ってきた。労働組合の自主性と活動の自由に対するあら

　ゆる攻撃は，同時に民主主義の基礎に対する攻撃である 。

　　労働組合は，民主主義に依拠して，その存立基盤を擁護する 。」

　続くｒ１章労働者の権利」，ｒ２章労働関係」の両章において，新綱領は，ｒ労働

者の人格，人問としての尊厳は，職場においても尊重されねぱならたい。労働力を商品

として査定してはならない」（２章１項）との原則を明言し，全労働者を対象とする一般

的権利の確立の重要性を強調している 。８１年綱領に新たに取り入れられた権利要求のう

ち， 主なものは次の３点に要約される 。

　第一に，ｒ労働権と職業訓練権」である 。新綱領は完全雇用の実現と ，無料かつ公正

な職業訓練を自由に選択できるようにすべきことを真先に要求している 。第二に，スト

ライキ権を擁護し，ロックァゥトを禁止すべきことが新たに要求されている 。

　　　「＜１－５＞　労働組合のストライキ権は侵すべからざるものである 。経営者による抑圧手段

　としての ロックアウトは，いかなる形態であろうと憲法違反であり ，禁止されねぱたらない 。

　　労働組合は，肩ツクアウトを自らの活動の可能性と存立に対する攻撃とみなし，団結してそれ

　と闘う 。」

　第三に，労働協約の自主的決定権が強調され，新綱領は「賃金引き上げに対する国家

のいかなる干渉も許容できない」（１ ・６）と断言した 。

　以上，８１年綱領「前文」を中心に検討したが，そこでは西ドイツ 杜会に対する現状認

識， 労働組合の任務，さらに任務達成のための団結にもとづく自主的闘争の力，労働者

の権利等 々に関する新綱領の叙述が，旧６３年綱領制定以降の実践的理論的前進の到達点

を反映し，いずれも積極的内容へと変更されるか，あるいは新たな諸規定によっ て補充

されたものであることが確認できた。そこに盛られた内容は，基本的には経済闘争と政

治闘争のより高い次元での統一をめざす方向へ，Ｄ　ＧＢの運動路線が前進したことを示

すものであると言える 。

　それでは，貧困の前提条件の除去，もしくはそれにつながる杜会改革の実現をめざし

てきた「労働の人問化」要求や，こうした「形成任務」の中心課題と位置づげられた「経

営をこえる共同決定」要求は，どのように８１年綱領に盛り込まれているのであろうか 。

次に，この点を中心に新綱領の経済政策を検討しよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８５１）
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　８１年綱領は，新たに章をおこしてｒ権利としての労働の人問化」を提起している。そ

の内容たるや，ＤＧＢが６３年綱領から資本主義的合理化への基本的態度を大きく転換し ，

労働者の保護と自已形成を統一的に実現する方向へ積極的に前進したことを示したも

のである 。

　　　「３章労働の人問化

　　＜３ ’１＞　労働者は，人間にふさわしい労働をなす権利を有する。労働条件はこの労働基本権

　を満たすものでたけれぱならたい 。」

　ここでこの権利は，労働過程におげる労働者の保護と労働能力の形成のために要求さ

れているだげでたく ，杜会問題化してきた家庭生活，家族の危機を打開するため，さら

に労働者の杜会的政治的自覚 ・判断能力を高めるためのものと位置づげられていること

に注目しておく必要がある 。

　　　「＜３ ・１＞　……労働条件は，人格や人間の職業上杜会上の立場を左右するだげでなく ，家庭

　生活，休暇，教育機会の利用，杜会生活の参加に影響を与える 。」

　　　ｒ＜３ ・９＞夜間労働，交替制勤務，週末 ・休目就業，不観則時間労働は，必要最低限にとど

　められるべきであり ，当該労働者の杜会的政治的生活を保障しなけれぱならたい 。」

　６３年綱領は・ｒ生活の一般的水準の改善と困難なく問労働の緩和にとっ て決定的役割

を果たす要因として，技術進歩を無条件に認める」としており ，そこから６０年代の労働

組合運動は「合理化」の諸結果に対し，プラグマティックに金銭的補償を求めてきた 。

この点に関する８１年綱領の変化は重要である 。

　　　「＜３ ’３＞　技術の発展と組織の変革は，必然的に人間的な労働条件と生活条件をもたらすわ

　けではない。合理化とオートメーシ ョソは，労働者の雇用，資格，健康，所得を害するものであ

　っ てはならたい。労働強化だけによっ て達成される生産性向上には，反対せねば衣らない。それ

　ゆえ，技術革新，組織革新は，労働者の利益が考慮され，不当な杜会的結果が除去されて始めて

　実現が許される 。」

　「合理化」に対する評価を厳格にした上で ，さらに，新綱領は金銭的補償との「取り

引き」を行なわたいと明言した 。

　　　「＜３ ・８＞　労働条件，労働環境，労働組織は，労働災害と健康上の危害を除去するように彩

　成されねぱならたい。……健康は金銭で補償すべきものではないぺ一・」

　こうした「合理化」に対する新たた規定は，労働の場において資本蓄積活動を コソト

ロールする運動を一層促進する大きた手がかりとなろう 。

　　ｒ８章共同決定」の中に，ｒ経営をこえる共同決定」に関わる規定が新たに取り入

れられている。杜会改革推進の要たるこの要求は，８１年綱領において次のように構想さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８５２）
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れている 。

　　「＜８ ・４＞　国民経済領域における共同決定が実現されねぱならない。そのために，連邦 ・州
，

　地域 レベノレに経営者と労働者の同数代表からたる経済 ・杜会委員会が設立されねばならない 。」

　この項目が，西ドイツ国家独占資本主義の民主的改革を展望する上で重要な意義を持

つことは，これまでの指摘から明らかであろう 。ここで提起された「経済 ・杜会委員

会」の位置づげに留意したがら，ｒｌＯ章　国民経済の大綱計画」，ｒ１１章　投資誘導」を

検討するなら，８１年綱領はｒ経済 ・杜会委員会」を制度的支柱として「経済 ・杜会報告

の包括 システム」及び「経済 ・杜会報告の諸措置」を実現するという形態で，ｒ経営を

こえる共同決定」を要求していることがわかる（第３図参照）。

　　　　　　　　　第３図　「経営をこえる共同決定」のシステム
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　　ｒ１Ｏ章　国民経済の大綱計画

　　＜１０ ・２＞　経済 ・杜会報告の包括的システムヘと改革されるべき国民経済の総合的予測（Ｇｅ－

　ｓａｍｔｒｅｃｈｎｕｎｇ）を考慮した上で大綱計画を展開したげれぱならない。大綱計画とは，地域ブ 肩ジ

　ヱクト及び産業プ ロジ ェクトを，統一的な州 ・連邦開発計画へ綜合したものである 。」

　　この計画の性格と内容は以下の通りである 。

　　「＜１０ ・３＞　様々たレベルに及ぶ開発計画 ・プ ログラムは，人間的な生活条件及び労働条件

　に関する労働者の利益を重視したものでなげれぱならず，かつ，経済的杜会的諸関係におげる労

　働者の利害を重視したものでなげれぱならない。これらの計画は，あらゆる地域におげる質的経

　済成長と完全雇用の確保に役立つ全ての措置を総合し，均衡させねぱならない 。」

また，ｒ１１章　投資誘導」においては，次のように述べられている 。

　　「＜１１２〉投資誘導の基礎は，情報調整結果統制（Ｅｒｆｏｒｇｓｋｏｎｔｒｏ１１ｅ）の ：■ステムの設

　立にある。そのために，経済杜会報告（Ｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔｓ－ ｕｎｄ　Ｓｏｚ１ａ１ｂｅｒ１ｃｈｔｅｒｓｔａｔｕｎｇ）の措置を

　拡充しなげれぱならない。……

　　一大企業及び コソツェ ルソの投資計画と雇用政策の結果の報告が義務づげられている投資報

　告所を設立せねぱならない 。」

　７０年代の到達点を反映し，６３年綱領では具体的に要求されていたか ったこれらの諸制

度　　「経済 ・杜会委員会」，ｒ投資報告所」，ｒ経済 ・杜会報告の包括 ンステム」一が

要求項目に入れられたことは，再三指摘してきたように８１年綱領の極めて重要な前進を

示す中心的内容である。これらは，新綱領の経済政策の基調がｒ質的成長（ｑｕａ１・ｔａｔ・・ｅｓ

Ｗａｃｈｓｔｕｍ）」と完全雇用の確保へ変化したことと相まっ て， 今後の労働組合運動の性格

を観定する特別た意味を持 っていると言えよう 。

　しかし，ここにあげたｒ経営をこえる共同決定」に関わる条文を，６０年代末以降のＤ

Ｇ　Ｂの到達点に照らして立ち入 って考察するなら，また，先に見た８１年綱領「同１』文」か

らｒ労働の人問化」に至る諸章におげる多大な前進と比較するなら，以下の諸点でＤＧ

Ｂ自身が生み出した前進の萌芽が，充分に位置づげられているとは必ずしも言えたい側

面を残していることも事実である 。

　それは，まず，情報独占が強まり ，労働者の共同決定権が彩骸化されてきたなかで ，

労働組合が共同決定の位置づげを転換し（ｒ闘争任務としての共同決定」），資本蓄積を観制

するための共同決定権を追求してきたことが，充分反映された内容とた っていたいこと

である。また，ｒ経済 ・杜会委員会」制度自体も ，ＤＧ　Ｂ７１年案及びその後の議論の深

まりを充分反映したものとはな っていない。８１年綱領においては，ｒ経済 ・杜会委員会」

が私的資本活動を観制し，行政機構を改革するために持つべきであるとされたはずの教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８５４）
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育・ 経済政策上の権隈は明示されていない。それゆえその機能は，ｒ投資誘導」，ｒ大綱

計画」のために「経済 ・杜会報告」を作製する役割に限定され，そこを杜会改革上の拠

点とするという位置づげが極めて不鮮明なものにとどまっ ている 。別言するたら，ＤＧ

Ｂ８１年綱領は，工子ノレギー政策，科学技術政策，環境政策等広範な国家政策を対象に新

たた「経営をこえる共同決定」 ・参加権要求を提起してはいるが，共同決定の位置づげ ，

獲得すべき権利，それを裏づげる制度に関しては明確な前進がたく ，ＤＧＢ７１年案の積

極面さえ充分取り入れられずにいるということである。かくして新綱領は，国家独占資

本主義諸機構 ・官僚機構改革の道すじが必ずしも明確とはいえない内容にとどまっ てい

る。

　かかる限界は，８１年綱領において７０年代後半の国家認識の前進をふまえる上で不充分

さを残していることを意味しており ，このことは，「下から」の運動と杜会改革の実現

の関連づげも不充分たままとした。ｒ経営をこえる共同決定」に関わって集約的に現わ

れているこうした８１年綱領の限界については，レミソスキーでさえ次のように厳しい評

価を下さざるをえなか った 。

　　　「これらの弱点が示しているのは，『経済民主主義』への展開が，１９５０年以来失なわれたまま

　であるということに他ならない。経営をこえる共同決定と労働協約政策との関連づげが欠如して

　おり ，政党を通じて実現しようとすること ，国家に頼ろうとする姿勢を６３年基本綱領から変えき

　れていない。しかも ，計画化，杜会化，共同決定の関係もあいまいで，三者の結合ができていた
　　５）

　い
。」

　Ｄ　Ｇ　Ｂ８１年綱領の持つこうした限界も同時に認識しておかねぱならない 。

　だが，８１年綱領を総体的に評価するなら，限界は残しつつも ，Ｄ　Ｇ　Ｂの次なる質的発

展に向けた大きた土台を作り上げたと見ることができる 。新綱領が８０年代労働組合運動

に付与した見落とすことのできたい重要な手がかりを再度要約するたら，次の通りであ

る。 ８１年綱領は，ｒ下から」の運動を発展させるために，まず賃金闘争の自主性を回復

し， 同時に資本主義的合理化を窺制する方針を明確にした。そこでは，労働組合が資本

蓄積の諸結果からの保護を事後的に要求するにとどまらず，経済閾争の枠内において ，

労働条件，労働内容に関わる限りで労働老の従属と貧困化の前提を除去するため，労

働者の連帯にもとづく運動の力をもとに資本の決定権へ積極的に介入するという諸規定

を， 綱領に取り入れたのである。さらに，ｒ協約政策と企業内共同決定」の対象外とさ

れてきた分野においても ，国家と独占による反労働者的反国民的諸活動の監視と観制を

強めるため，国民生活に関連する広範た要求を労働組合運動の対象内に取り入れた。特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８５５）



１５４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３４巻 ・第６号）

に重要なのは，内容規定に運動の到達点が充分反映しておらず大きな隈界を持つもので

はあるが，国家独占資本主義の民主的改革の重大な手がかりとなる「経営をこえる共同

決定」要求を再び綱領に取り戻したことである 。ここに，資本と国家活動の決定への新

たな質の参加 ・介入を求める運動を発展させる出発点が生みだされたと言えよう 。

　　１）綱領改訂過程については，ＷＰｅｔｓｃｈ１ｃｋ／ＫＰ１ｃｋｓｈａｕｓ，ＶｅｒｌａｕｆｕｎｄＥｒｇｅｂｎ１ｓｓｄｅｒ

　　　 Ｐｒｏｇｒａｍｍｄ１ｓｋｕｓｓ１ｏｎ
・１ｎ　Ｇ　Ａｍｄｔ，Ｆ　ＤｅｐＰｅ，ｕ　ａ　（Ｈｒｓｇ） ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｓ１５－３５，参照 。

　　２）　Ｖｇ１・Ｈ．Ｏ ．Ｖｅｔｔｅｒ，＠，Ｓ ．２０１

　　３）　こうして行なわれた討議の状況，論点及び修正動議等については，ｗ．Ｐｅｔｓｃｈｉｋ／Ｋ ．Ｐｉｃｋｓ
．

　　　ｈａｕｓ，ａ．ａ．Ｏ
．，

Ｓ． １８－２６，参照 。

　　 ４）　ＤＧ　Ｂ８１年基本綱領に関する先行研究としては，次のものがある 。

　　　　仲井斌ｒ総同盟はなぜ新綱領を必要としたか」ｒユコノミスト』１９８１年６月２３日号，同氏

　　　　「経済の構造変化にどう対応するか」ｒヱコノミスト』１９８１年６月３０日号，山崎隆志「ドイ

　　　 ソ労働総同盟の新基本綱領草案」ｒ目本労働協会雑誌』Ｎｏ２６２．１９８１年１月 ，高木郁朗ｒｒ産

　　　業杜会を越える』杜会戦略の探求」真柄他ｒヨーロヅハの政権と労働組合』第書林，１９

　　　 ８４年，所収。島崎晴哉ｒｒ基本綱領』改訂と８４年時短闘争」目本の労働組合運動編集委員会

　　　　ｒ目本の労働組合運動　４巻　経済民主主義運動』大月書店，１９８５年，所収。

　　　　本稿は，前章までで考察してきた７０年代のＤＧ　Ｂ組合運動自体が達成した到達点をもとに
，

　　　 この８１年綱領が持つ歴史的意義を検討する
。

　　　　なお，８１年綱領の原文は，Ｇ．Ａｍｄｔ／Ｆ・ＤｅＰＰｅ，ｕ．ａ・（Ｈ「ｓ９ ・）

，ａ・ａ．Ｏ
．，

Ｓ． ２０８－２４７
，に

　　　掲載されたものをもとにし，翻訳にあたっては，山崎隆志訳ｒ資料 ・ドイツ労働総同盟基本

　　　綱領」『目本労働協会雑誌』Ｎｏ．２７９．１９８２年６月 ，を参都こした 。

　　　　本稿では，綱領を引用する際，章及び項目番号を示すことで引用箇所を示すこととする 。

　　５）　Ｇ・Ｌｅｍｉｎｓｋｙ，＠，Ｓ．２４９

お　わ　　り　に

　本稿は，従来の西ドイツ 労働組合運動研究とはやや異なる視角から，７０年代Ｄ　Ｇ　Ｂの

運動が生みだした様々な積極的到達点とそれを反映したＤ　Ｇ　Ｂ８１年綱領の持つ積極的意

義を明らかにしてきた。そこから，本稿は従来の研究では検討されてこたか った点，す

なわちＤ　Ｇ　Ｂ労働組合運動が，西ドイツ国家独占資本主義の民主的改革を展望する上で

の重大な萌芽を生み出してきたことを明らかにした。別言するなら，Ｄ　Ｇ　Ｂが労働組合

として，経済危機下にＭＥ技術の急速な導入が行なわれるもとで，全労働者の普遍的一

般的要求にもとづくｒ下から」の多様な運動を発展させ，労働老階級のｒ分断化傾向」

を強める危険性を取り除き，資本，国家，政党からの自主性を回復し，政治的民主主義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８戸６）
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の確立，国家機構の改革と ，経済の民主的改革を押し進めてきた画期的な前進の明牙を

明らかにした 。

　さて，西ドイツ経済は，１９８０年半ぱからｒ単なる成長の中断」とは異たる深刻た恐慌

に突入した。それまでＥ　Ｃのｒ機関車」としての西ドイツ 経済を支えてきた資本収支は

赤字とたり ，プノレク高基調は逆転し，対外経済面におげる大打撃に襲われた。こうした

たかで政治情勢も大きく変化した。西トイソの支配勢力は，ｒ経済安定政策」ｒ緊縮路

線」の実施を，もはやＳ　Ｐ　Ｄ政権にまかすことはできないと判断し，労働者の利害を真

向から切り下げると断言してきたＣ　ＤＵに政権をゆだねる方針を明らかにした。かくし

て８１年冬にＣ　ＤＵ／Ｃ　Ｓ　ＵとＦＤ　Ｐ（自由民主党）の連立が成立し，Ｓ　ＰＤに替わ って政

権についた 。

　労働組合運動はこうした情勢下，新たな「転期（Ｗｅｎｄｅｐｕｎｋｔ）」をむかえたと言われ

ている 。８０年代に入ってからの労働組合の機能低下や，Ｄ　Ｇ　Ｂ内の左右「二極分化」の

危機が取りざたされてきた。他方，１９８４年には，Ｉ　ＧＭを先頭に「労働権の実現，週３５

時間」を掲げた経済闘争が政治問題の焦点となり ，さらに，Ｄ　Ｇ　Ｂ全体として失業反

対， 杜会保障削減反対闘争，反核平和運動への取り組みを強めてきている 。

　８１年綱領に掲げられた積極的諸規定をもとに，Ｄ　ＧＢがこのｒ転期」にどのように立

ち向かい，７０年代の到達点をどのように発展させてきているのか，西ドイツ労働組合運

動に対する本稿の分析視角をもとに，今後検討を続げたい 。

（８５７）




